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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オプトエレクトロニクス素子のためのカプセル化構造において、
　化学的な汚染物から前記オプトエレクトロニクス素子を保護するための薄膜カプセル化
部と、
　前記薄膜カプセル化部上に形成されている接着層と、
　前記薄膜カプセル化部及び／又は前記オプトエレクトロニクス素子を機械的な損傷から
保護するための、前記接着層上に形成されているカバー層とを有しており、
　前記薄膜カプセル化部は原子層堆積層を有する
ことを特徴とする、カプセル化構造。
【請求項２】
　前記接着層は硬化可能な接着材料を有している、請求項１に記載のカプセル化構造。
【請求項３】
　前記硬化可能な接着材料はＵＶ硬化する接着材料として形成されている、請求項２に記
載のカプセル化構造。
【請求項４】
　前記接着層は、前記薄膜カプセル化部の表面に存在する粒子汚染物が前記接着層によっ
て少なくとも部分的に包囲されているように形成されている、請求項１から３のいずれか
一項に記載のカプセル化構造。
【請求項５】
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　前記粒子汚染物が完全に前記接着層内に埋込まれているように前記接着層は形成されて
いる、請求項４に記載のカプセル化構造。
【請求項６】
　前記接着層は、約１μｍから約５００μｍの層厚を有している、請求項１に記載のカプ
セル化構造。
【請求項７】
　前記接着層は、約１０μｍから約１００μｍの層厚を有している、請求項６に記載のカ
プセル化構造。
【請求項８】
　前記カバー層はガラス層、又はフィルムを有している、請求項１に記載のカプセル化構
造。
【請求項９】
　前記カバー層はフィルムを有しており、前記フィルムは熱伝性フィルムとして形成され
ている、請求項８に記載のカプセル化構造。
【請求項１０】
　前記カバー層はラッカ層を有している、請求項１に記載のカプセル化構造。
【請求項１１】
　前記ラッカ層はポリアクリル保護ラッカを有している、請求項１０に記載のカプセル化
構造。
【請求項１２】
　前記カバー層上、又はその上方に熱伝性フィルムが設けられている、請求項１に記載の
カプセル化構造。
【請求項１３】
　前記カバー層上、又はその上方に少なくとも一つの光出力層が設けられている、請求項
１に記載のカプセル化構造。
【請求項１４】
　前記薄膜カプセル化部は、少なくとも一つの第１のバリア薄膜層と、該第１のバリア薄
膜層上に形成されている第２のバリア薄膜層とを含んでいる積層体を有している、請求項
１に記載のカプセル化構造。
【請求項１５】
　前記接着層は、該接着層内に埋込まれている散乱粒子を有している、請求項１に記載の
カプセル化構造。
【請求項１６】
　カプセル化装置において、
　該カプセル化装置は、
　少なくとも一つの機能層を備えているオプトエレクトロニクス素子と、
　前記少なくとも一つの機能層上、又はその上方に形成されている、カプセル化構造とを
有しており、
　該カプセル化構造は、
　化学的な汚染物から前記オプトエレクトロニクス素子を保護するための薄膜カプセル化
部と、
　前記薄膜カプセル化部上に形成されている接着層と、
　前記薄膜カプセル化部及び／又は前記オプトエレクトロニクス素子を機械的な損傷から
保護するための、前記接着層上に形成されているカバー層とを有しており、
　前記薄膜カプセル化部は原子層堆積層を有する
ことを特徴とする、カプセル化装置。
【請求項１７】
　前記オプトエレクトロニクス素子は有機オプトエレクトロニクス素子である、請求項１
６に記載のカプセル化装置。
【請求項１８】
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　オプトエレクトロニクス素子をカプセル化するための方法において、
　該方法は、
　化学的な汚染物から前記オプトエレクトロニクス素子を保護する薄膜カプセル化部を前
記オプトエレクトロニクス素子上、又はその上方に形成するステップと、
　前記薄膜カプセル化部上に接着層を形成するステップと、
　前記薄膜カプセル化部及び／又は前記オプトエレクトロニクス素子を機械的な損傷から
保護するカバー層を前記接着層上に形成するステップとを備えており、
　前記薄膜カプセル化部を形成するステップは、前記薄膜カプセル化部の少なくとも一部
を原子層堆積法によって形成するステップを含む
ことを特徴とする、オプトエレクトロニクス素子をカプセル化するための方法。
【請求項１９】
　前記オプトエレクトロニクス素子の機能層上、又はその上方に前記薄膜カプセル化部を
形成する、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記オプトエレクトロニクス素子は有機オプトエレクトロニクス素子である、請求項１
８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記接着層及び前記カバー層を形成するステップは、
　前記薄膜カプセル化部上に前記接着層を設け、前記接着層を設けた後に、該接着層上に
前記カバー層を設けるステップ、又は、
　前記カバー層上に前記接着層を設け、前記カバー層を、該カバー層上に設けられている
前記接着層と共に、前記薄膜カプセル化部上に設け、それにより、前記接着層を前記薄膜
カプセル化部と前記カバー層との間に配置するステップを備えている、請求項１８に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本願は、２０１１年６月３０日に出願された、ドイツ連邦共和国出願第１０　２０１１
　０７８　４０４．７号、並びに、２０１１年７月１４日に出願された、ドイツ連邦共和
国出願第１０　２０１１　０７９　１６０．４号の優先権を主張する、２０１２年６月２
０日に出願されたＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＥＰ２０１２／０６１８９２の３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．
　§３７１による国内段階であり、また、参照によりその全体が本願に含まれる。
　種々の実施例は、オプトエレクトロニクス素子のためのカプセル化構造及びオプトエレ
クトロニクス素子をカプセル化するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オプトエレクトロニクス素子又はオプトエレクトロニクスモジュール、特に、例えば有
機発光ダイオード（ＯＬＥＤ；Organic Light Emitting Diode）、ＯＬＥＤディスプレイ
又は有機太陽電池又は光起電力電池（ＯＰＶ；Organic Photovoltaic）のようなオプトエ
レクトロニクスモジュールの製造時には、モジュールを、一方では空気（特に、空気中に
含まれる湿気（水分）及び酸素）に対して密閉されるようにシーリングし、他方では機械
的な損傷（例えば引っ掻き傷）から保護して、モジュールの欠陥を回避することが所望さ
れる。
【０００３】
　モジュールのシーリング及び機械的な損傷からの保護はモジュールのカプセル化によっ
て達成することができる。
【０００４】
　ガラス基板上の有機オプトエレクトロニクス素子（例えばＯＬＥＤ）のカプセル化及び
機械的なパッケージングのために、ガラスキャビティを用いたカプセル化が公知である。
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この技術では、特別な接着剤を用いてガラスカバーが素子（デバイス）に接着される。こ
の技術は、損傷を与える影響の波及を十分に抑制することができる。一般的に、接着個所
の領域においては、依然として水及び酸素が素子内へと拡散する虞がある。このための対
抗措置として、水及び酸素と結合する材料（いわゆるゲッタ）がキャビティ内に設けられ
る（例えば接着される）。例えば、ゼオライトから成る不透明なゲッタをキャビティ内に
接着させることができる。ゲッタは、有機材料が損傷を被る前に、水及び酸素を吸着する
ことができる。ガラスカバーはそれと同時に、十分な機械的保護を提供することができる
。
【０００５】
　図１には、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）１００と、ガラスキャビティを備えている
従来のカプセル化部とを有している装置１００’の一例が示されている。
【０００６】
　ＯＬＥＤ１００は基板ガラス１０１を有している。基板ガラス１０１上には機能層積層
体（ＯＬＥＤスタック）１０２が配置されている。機能層積層体１０２は一つ又は複数の
有機機能層（即ち、光の生成に使用される複数の層）を有することができる。更に、有機
機能層との電気的な接触接続のための電極を設けることができる。カプセル化ガラス１０
３（カバーガラス又はキャップガラスとも称される）が基板１０１に接着されており、ま
た、キャビティ（空所）１０４が形成されているように機能層積層体１０２を包囲してい
る。キャビティ１０４内にはゲッタ１０５が（機能層積層体１０２の上方のカプセル化ガ
ラス１０３の内面への接着によって）配置されており、このゲッタ１０５は基板１０１と
カプセル化ガラス１０３との間の接着個所を介して浸透する水及び／又は酸素を吸着し、
そのようにして、水及び／又は酸素が機能層積層体１０２の（一つ又は複数の）層を損傷
させることを阻止する。ＯＬＥＤ１００はボトムエミッタ（Bottom-Emitter）として実施
されている。即ち、光の放出は透明な基板ガラス１０１を介して行われる。ゲッタ１０５
を不透明な材料（例えばゼオライト）から形成することができる。
【０００７】
　図２には、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）１００と、ガラスキャビティを備えている
従来のカプセル化部とを有している装置２００’の別の例が示されている。
【０００８】
　装置２００’では、図１に示した装置１００’とは異なり、単一の大きいゲッタ１０５
（図１を参照されたい）の代わりに、比較的小さい二つのゲッタ２０５がキャビティ１０
４内に配置されている。二つのゲッタ２０５はカプセル化ガラス１０３の内面において、
そのカプセル化ガラス１０３の縁部領域に接着されている。ＯＬＥＤ１００は透明なＯＬ
ＥＤ（光は基板ガラス１０１を介して下方にも、またカプセル化ガラス１０３を介して上
方にも放出される）として実施することができるか、又は、トップエミッタ（Top-Emitte
r：光はカプセル化ガラス１０３を介して上方にのみ放出される）として実施することが
できる。縁部領域に二つのゲッタ２０５が配置されている、図２に示した配置構成の代わ
りに、開孔された一つ又は複数のゲッタをキャビティ１０４内に配置することができるか
、又は設けることができる。
【０００９】
　キャビティカプセル化方法は総じてコストが高い。更には、（硬質の）ガラスカバー又
はガラスキャビティの使用は、フレキシブル（即ち柔軟な）素子（例えばフレキシブルＯ
ＬＥＤ）の製造には適していない。
【発明の概要】
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の種々の構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子、例えば有機オプトエレク
トロニクス素子、例えばＯＬＥＤは、一つ又は複数の薄いフィルム（薄い層又は薄膜）の
被着によって、水又は酸素に対してシーリングされる（いわゆる薄膜カプセル化）。その
種の薄膜カプセル化は機械的に敏感であり、また（構成素子自体も）接触又は引っ掻きに
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対して保護されるべきである。種々の実施例に応じて、この保護は、機械的な保護層とし
てのカバー層の被着によって達成され、この場合、薄膜カプセル化部とカバー層との間に
は、固着を仲介するために接着層（例えばラミネート接着層）が設けられている。種々の
実施例に応じて、カバー層の被着を例えば平坦なカバーガラスを平坦にラミネートするこ
とによって実現することができる。ガラスによって、素子及び薄膜カプセル化部の機械的
な保護を達成することができる。上述したように、薄膜カプセル化部、接着層及びカバー
層を有している、そのようにして形成されたカプセル化構造によって、オプトエレクトロ
ニクス素子（例えば有機オプトエレクトロニクス素子、例えばＯＬＥＤ）の簡単で確実且
つ廉価なカプセル化が実現される。付加的に、提案されるカプセル化構造を用いて、薄膜
カプセル化部の上に場合によっては存在する粒子又は接着層上又は接着層内に場合によっ
ては存在する粒子に起因する欠陥の発生を低減することができるか、又は完全に阻止する
ことができる。これについては下記において更に説明する。
【００１１】
　薄い層又は薄膜法を用いるカプセル化は、フィルム基板（例えばスチールフィルム基板
又はポリマーフィルム基板）上のフレキシブルな素子（例えばフレキシブルＯＬＥＤ）に
も適している。接触及び損傷から保護するために、ここでは例えば、フィルムを基板フィ
ルム上にラミネートすることができるか、又は、基板フィルムを二つのカプセル化フィル
ムの間にラミネートすることができる。
【００１２】
　種々の実施例においては、オプトエレクトロニクス素子、例えば有機オプトエレクトロ
ニクス素子、例えばＯＬＥＤのための粒子耐性のあるカプセル化部及び保護コーティング
が提供される。
【００１３】
　種々の実施例においては、オプトエレクトロニクス素子、例えば有機オプトエレクトロ
ニクス素子、例えばＯＬＥＤのための、粒子汚染物による一つ又は複数のオプトエレクト
ロニクス素子の損傷が完全に又は部分的に回避されるカプセル化構造が提供される。
【００１４】
　種々の実施例においては、オプトエレクトロニクス素子、例えば有機オプトエレクトロ
ニクス素子、例えばＯＬＥＤの上に保護フィルムを被着させるための粒子耐性のある方法
が提供される。
【００１５】
　種々の実施例においては、オプトエレクトロニクス素子のためのカプセル化構造が、化
学的な汚染物からオプトエレクトロニクス素子を保護するための薄膜カプセル化部、薄膜
カプセル化部上に形成されている接着層、並びに、薄膜カプセル化部及び／又はオプトエ
レクトロニクス素子を機械的な損傷から保護するための、接着層上に形成されているカバ
ー層を有している。
【００１６】
　種々の実施例においては、オプトエレクトロニクス素子をカプセル化するための方法が
、化学的な汚染物からオプトエレクトロニクス素子を保護するために、オプトエレクトロ
ニクス素子の上、又はその上方に薄膜カプセル化部を形成するステップと、薄膜カプセル
化部上に接着層を形成するステップと、薄膜カプセル化部及び／又はオプトエレクトロニ
クス素子を機械的な損傷から保護するために、接着層上にカバー層を形成するステップと
を備えている。
【００１７】
　種々の実施例において、カプセル化装置はオプトエレクトロニクス素子及びカプセル化
構造を有している。オプトエレクトロニクス素子は少なくとも一つの機能層を有している
。カプセル化構造は、少なくとも一つの機能層の上、又はその上方に形成されている。カ
プセル化構造を、本明細書で説明する一つ又は複数の構成に応じて形成することができる
。
【００１８】
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　実施例の種々の構成は、有効である限りは、オプトエレクトロニクス素子のためのカプ
セル化構造についても、またオプトエレクトロニクス素子のカプセル化装置並びにオプト
エレクトロニクス素子をカプセル化するための方法についても同様に当てはまる。
【００１９】
　本明細書において使用されているような、「層」又は「層構造」という語句は、単一の
層、又は、複数の薄い（部分）層から成る層列（積層体又は層スタック）を表していると
考えられる。特に、オプトエレクトロニクス素子の機能層、例えば有機オプトエレクトロ
ニクス素子の有機機能層を複数の（部分）層から形成することができる。しかしながらま
た、本明細書で説明する別の層も複数の（部分）層から形成することができる。
【００２０】
　本明細書において使用されているような、「重ねて配置されている」、「重ねて形成さ
れている」及び「層上に被着されている」という語句は、例えば、ある層が別の層上に機
械的及び／又は電気的に直接的に接触されて配置されていることを意味する。ある層を別
の層上に間接的に配置することもでき、その場合、更に別の層がそれらの層の間に設けら
れていても良い。その種の層を、例えば、オプトエレクトロニクス素子の機能、従って効
率を更に改善するために使用することができる。
【００２１】
　本明細書において使用されているような、「上下に配置されている」、「上下に形成さ
れている」及び「層の上方に被着されている」という語句は、例えば、ある層が別の層上
に少なくとも間接的に配置されていることを意味する。即ち、更に別の層がそれらの層の
間に設けられていても良い。
【００２２】
　本明細書において使用されているような、「接着層」という語句は、一つ又は複数の接
着材料（例えば接着剤）を有しているか、一つ又は複数の接着材料から形成されている層
又は層構造を表している。接着層又は接着層の接着材料（例えば接着剤）を用いて、二つ
又はそれ以上の素子（例えば複数の層）を固着によって相互に固く結合させることができ
る。結合させるべき複数の素子（例えば複数の層）の間に少なくとも部分的に形成するこ
とができる接着層によって固着を仲介させることができる。
【００２３】
　本明細書の枠内で、オプトエレクトロニクス素子の「機能層」とは、電荷の輸送及びオ
プトエレクトロニクス素子における光の形成に使用される層であると解される。
【００２４】
　一つの構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子の少なくとも一つの機能層は有機機
能層として形成されている。
【００２５】
　「有機機能層」は、例えば蛍光性及び／又は燐光性の発光体を有する発光層を含むこと
ができる。
【００２６】
　種々の構成に応じてオプトエレクトロニクス素子に使用することができる発光体材料の
例には、有機又は有機金属の化合物、例えば、ポリフルオレン、ポリチオフェン及びポリ
フェニレン（例えば、２－又は２，５－置換されたポリ－ｐ－フェニレンビニレン）の誘
導体、並びに、非ポリマー発光体として、金属錯体、例えばインジウム錯体、例えば青色
燐光ＦＩｒＰｉｃ（ビス（３，５－ジフルオロ－２－（２－ピリジル）フェニル（２－カ
ルボキシピリジル）－イリジウムＩＩＩ））、緑色燐光Ｉｒ（ｐｐｙ）３（トリス（２－
フェニルピリジン）イリジウムＩＩＩ）、赤色燐光Ｒｕ（ｄｔｂ－ｂｐｙ）３＊２（ＰＦ
６）（トリス［４，４’－ジ－テルト－ブチル－（２，２’）－ビピリジン］ルテニウム
（ＩＩＩ）錯体）、並びに、青色蛍光ＤＰＡＶＢｉ（４，４－ビス［４－（ジ－ｐ－トリ
ルアミノ）スチリル］ビフェニル）、緑色蛍光ＴＴＰＡ（９，１０－ビス［Ｎ，Ｎ－ジ（
ｐ－トリル）－アミノ］アントラセン）、及び、赤色蛍光ＤＣＭ２（４－ジシアノメチレ
ン）－２－メチル－６－ジュロリジル－９－エニル－４Ｈ－ピラン）が含まれる。その種
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の非ポリマー発光体は例えば熱蒸発により堆積可能である。更には、特に湿乾式法、例え
ばスピンコーティングを用いて堆積可能なポリマー発光体を使用することができる。
【００２７】
　発光体材料を適切にマトリクス材料内に埋込むことができる。
【００２８】
　オプトエレクトロニクス素子の発光層の発光体材料は、例えば、オプトエレクトロニク
ス素子が白色光を放出するように選定することができる。発光層は、異なる色（例えば青
及び黄又は青、緑及び赤）を発光する複数の発光材料を有することができ、代替的に、発
光層を複数の部分層、例えば青色蛍光発光層、緑色燐光発光層及び赤色燐光発光層から形
成することができる。種々の色を混合することにより、白の色印象を有する光を放出する
ことができる。代替的に、それらの層によって形成される一次放射の放射路内に、一次放
射を少なくとも部分的に吸収し、別の波長の二次放射を放出する変換材料を設けることも
でき、それにより、（未だ白色ではない）一次放射から、その一次放射を二次放射と組み
合わせることによって、白の色印象を生じさせることができる。
【００２９】
　オプトエレクトロニクス素子は一般的に、オプトエレクトロニクス素子の機能、従って
効率を更に改善するために使用される別の有機機能層を有することができる。
【００３０】
　例えば、第１の電極及び／又は第２の電極の機能及び効率、並びに電荷並びに励起子の
輸送の機能及び効率を改善するために使用される有機機能層を選択することができる。
【００３１】
　代替的な実施例においては、あらゆる適切な形態の発光機能層、例えば有機機能層を設
けることができ、またそれらの実施例は特別な種類の機能層に制限されないことを言及し
ておく。「汚染物」又は「コンタミネーション」とは、本明細書の枠内では、一般的に、
製造プロセスに悪影響を及ぼす可能性がある、及び／又は、構成部材の機能を損なわせる
可能性があるために、製造プロセス中の発生又はプロセス化の構成部材（デバイス）にお
ける存在が不所望である物質、物質化合物、微粒子、材料等と解される。
【００３２】
　「化学的な汚染物」又は「化学的なコンタミネーション」とは、本明細書の枠内では、
オプトエレクトロニクス素子（例えば有機オプトエレクトロニクス素子）の製造時の汚染
物として作用する周囲環境に由来する化学的な成分（換言すれば、周囲の物質）であると
解される。例えば、「化学的な汚染物」とは、オプトエレクトロニクス素子の一つ又は複
数の層（特にオプトエレクトロニクス素子の一つ又は複数の機能層（例えば有機オプトエ
レクトロニクス素子、例えばＯＬＥＤの有機機能層））と接触した際に、その（一つ又は
複数の）層に反応し、それによって（一つ又は複数の）層の機能、従ってオプトエレクト
ロニクス素子の機能に悪影響を及ぼす可能性があるか、又はその機能を損なわせる可能性
がある、周囲環境の化学的な成分であると解される。その種の有害物質の例は、特に水（
湿気）又は酸素である。
【００３３】
　「薄膜カプセル化部」とは、本明細書の枠内では、例えば、化学的な汚染物又は周囲の
物質に対して、特に水（湿気）及び／又は酸素に対してバリアを形成することに適してい
る層又は層構造であると解される。換言すれば、薄膜カプセル化部は、水又は酸素のよう
な雰囲気物質からの浸透を受けないか、又はせいぜい極僅かな程度の浸透しか受けないよ
うに形成されている。バリア効果は、薄膜カプセル化部において実質的に、薄膜カプセル
化部の一部である一つ又は複数の薄い層によって達成される。薄膜カプセル化部の一つの
層又は個々の層は、例えば数１００ｎｍ以下の厚さを有することができる。
【００３４】
　一つの構成に応じて、薄膜カプセル化部は、その薄膜カプセル化部のバリア効果をもた
らす（一つ又は複数の）層から形成されている。その（一つ又は複数の）層をバリア薄膜
層又はバリア薄膜フィルムと称することができる。
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【００３５】
　一つの構成に応じて、薄膜カプセル化部をただ一つの層として（換言すれば単一層とし
て）形成することができる。
【００３６】
　一つの代替的な構成に応じて、薄膜カプセル化部は、重ねて形成されている複数の部分
層を有することができる。換言すれば、一つの構成に応じて、薄膜カプセル化部を複数の
部分層（バリア薄膜層とも称される）を有している積層体（スタック）として形成するこ
とができる。
【００３７】
　薄膜カプセル化部、若しくは、薄膜カプセル化部の一つ又は複数の部分層（バリア薄膜
層）を例えば、一つの構成に応じて原子層堆積法（ＡＬＤ：Atomic Layer Deposition）
を用いて、例えばプラズマ支援原子層堆積法（ＰＥＡＬＤ：Plasma Enhanced Atomic Lay
er Deposition）を用いて、又は、別の構成に応じて化学気相成長法（ＣＶＤ：Chemical 
Vapor Deposition）を用いて、例えばプラズマ支援化学気相成長法（ＰＥＣＶＤ：Plasma
 Enhanced Chemical Vapor Deposition）又は無プラズマ化学気相成長法（ＰＬＣＶＤ：P
lasma-less Chemical Vapor Deposition）を用いて、又は代替的に、他の適切な堆積法を
用いて形成することができる。
【００３８】
　原子層堆積法（ＡＬＤ）を使用することによって、非常に薄い層を堆積させることがで
きる。特に、原子層の範囲の層厚を有している層を堆積させることができる。
【００３９】
　一つの構成に応じて、複数の部分層を有している薄膜カプセル化部において、全ての部
分層を原子層堆積法を用いて形成することができる。ＡＬＤ層しか有していない積層体を
「ナノラミネート（Nanolaminat）」と称することもできる。
【００４０】
　一つの代替的な構成に応じて、複数の部分層を有している薄膜カプセル化部において、
薄膜カプセル化部の一つ又は複数の部分層を、原子層堆積法とは異なる堆積法、例えば化
学気相成長法を用いて堆積させることができる。
【００４１】
　薄膜カプセル化部は、一つの構成に応じて約１ｎｍから約１０μｍの層厚、例えば一つ
の構成に応じて約３０ｎｍから約１μｍの層厚、例えば一つの構成に応じて約３００ｎｍ
から約６００ｎｍの層厚、例えば一つの構成に応じて約４５０ｎｍの層厚を有することが
できる。
【００４２】
　薄膜カプセル化部が複数の部分層を有している一つの構成に応じて、全ての部分層は同
一の層厚を有することができる。一つの別の構成に応じて、薄膜カプセル化部の個々の部
分層は異なる層厚を有することができる。換言すれば、それらの部分層の内の少なくとも
一つの部分層は、それらの部分層の内の一つ又は複数の別の部分層とは異なる層厚を有す
ることができる。
【００４３】
　原子層堆積法（ＡＬＤ法）を用いて堆積された、薄膜カプセル化部の層（又は部分層）
は、例えば、約１ｎｍから約１０００ｎｍの範囲の層厚、例えば一つの構成に応じて約１
０ｎｍから約１００ｎｍの層厚、例えば一つの構成に応じて約５０ｎｍの層厚を有するこ
とができる。
【００４４】
　化学気相成長法（ＣＶＤ法）を用いて堆積された、薄膜カプセル化部の層（又は部分層
）は、例えば約１０ｎｍから約１０μｍの範囲の層厚、例えば一つの構成に応じて約３０
ｎｍから約１μｍの層厚、例えば一つの構成に応じて約１００ｎｍから約５００ｎｍの層
厚、例えば一つの構成に応じて約４００ｎｍの層厚を有することができる。
【００４５】
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　一つの構成に応じて、薄膜カプセル化部又は薄膜カプセル化部の個々の部分層を透明な
層として形成することができる。換言すれば、薄膜カプセル化部（又は薄膜カプセル化部
の個々の部分層）を透明な材料（又は透明な材料が組み合わされたもの）から形成するこ
とができる。
【００４６】
　透明又は透過性の材料若しくは透明な層とは、本明細書の枠内において、例えば可視の
波長領域にある光に対して透明又は透過性である材料又は層であると解される。不透明な
材料又は非透過性の層とは、本明細書の枠内において、例えば可視の波長領域にある光に
対して不透明又は非透過性である材料又は層であると解される。
【００４７】
　例えば、オプトエレクトロニクス素子がトップエミッタ（又はトップエミッタとボトム
エミッタが組み合わされたもの）として実施されている種々の構成においては、薄膜カプ
セル化部又は薄膜カプセル化部の個々の部分層を（一つ又は複数の）透明な層として形成
することができる。
【００４８】
　一つの構成に応じて、薄膜カプセル化部の一つの層又は個々の部分層を（一つ又は複数
の）不透明な層として形成することができる。
【００４９】
　薄膜カプセル化部の一つの層又は個々の部分層はそれぞれ、オプトエレクトロニクス素
子の（一つ又は複数の）機能層を周囲環境の有害な影響、即ち例えば酸素及び／又は湿気
から保護することに適している材料を有することができる。
【００５０】
　例えば、薄膜カプセル化部、若しくは（複数の部分層を備えている積層体の場合には）
薄膜カプセル化部の一つ又は複数の部分層は、結晶の形態又はガラス状の形態の酸化物、
窒化物又は酸窒化物の内の一つの材料を有することができるか、又はそのような材料から
形成することができる。酸化物、窒化物又は酸窒化物は例えば、更にアルミニウム、ケイ
素、スズ、亜鉛、チタン、ジルコニウム、タンタル、ニオブ又はハフニウムを含むことが
できる。一つの層又は個々の部分層を例えば酸化ケイ素（ＳｉＯx）、例えばＳｉＯ2、窒
化ケイ素（ＳｉxＮy）、例えばＳｉ2Ｎ3、酸化アルミニウム、例えばＡｌ2Ｏ3、窒化アル
ミニウム、酸化スズ、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化亜鉛アルミニウム、酸化チタン、
酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム又は酸化タンタルを有することができる。
【００５１】
　一つの構成に応じて、複数の部分層を有している薄膜カプセル化部において、全ての部
分層は同一の材料を有することができるか、又は同一の材料から形成することができる。
一つの別の構成に応じて、薄膜カプセル化部の個々の部分層は異なる材料を有することが
できるか、又は異なる材料から形成することができる。換言すれば、それらの部分層の内
の少なくとも一つの部分層は、それらの部分層の内の一つ又は複数の別の部分層とは異な
る材料を有することができるか、又はそのような異なる材料から形成することができる。
【００５２】
　「粒子汚染物」又は「粒子コンタミネーション」とは、本明細書の枠内において、例え
ば、微視的な固体粒子による汚染であると解される。換言すれば、マイクロメートルの範
囲にある寸法（例えば直径）を有している固体の粒子（微粒子）、例えばマイクロメート
ルの範囲にある寸法を有している埃粒子、例えば約０．１μｍから約１００μｍの範囲、
例えば約１μｍから約１０μｍの範囲にある直径を有している粒子である。その種の粒子
汚染物は、例えば、素子製造プロセス中にプロセスチャンバ（例えば反応炉）内で１００
％の純度を保証することは常に不可能であることによって発生する可能性がある。不所望
な粒子コンタミネーションは、例えば、複数の層を有している層構造を製造する際に、第
１の層の堆積プロセスと、後続の層のための堆積プロセスとの間が比較的長い場合に生じ
る可能性がある。この場合、二つの堆積プロセスの間に、堆積される第１の層の表面に粒
子が溜まり、この第１の層を「コンタミネーションする」可能性がある。更に、例えば、
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素子製造プロセス中に素子があるプロセスチャンバから別のプロセスチャンバへと移動す
る場合（反応炉交換）にも粒子コンタミネーションが生じる可能性がある。
【００５３】
　種々の構成に応じて、薄膜カプセル化部又は薄膜カプセル化部の少なくとも一つの部分
層は、例えばオプトエレクトロニクス素子の機能層積層体の表面上に存在している粒子又
は粒子汚染物の少なくとも部分的な封止を可能にする。
【００５４】
　更に、種々の実施例に応じて、薄膜カプセル化部上に被着される接着層は、薄膜カプセ
ル化部の表面上に存在する粒子又は粒子汚染物の封止、及び／又は、表面の平坦化された
覆いを可能にする。換言すれば、接着層を用いることにより、一方では、薄膜カプセル化
部の表面に存在する粒子汚染物を封止又は包囲することができ、他方では、粒子汚染物に
よって惹起される可能性がある表面の凹凸を均一にする、又は平坦にすることができる。
【００５５】
　一つの構成に応じて、接着層は硬化可能な接着材料を有している。例えば、接着層を硬
化可能な接着材料（例えば硬化可能な接着剤）から形成することができる。
【００５６】
　「硬化可能な接着材料」又は「硬化する接着材料」とは、本明細書の枠内において、例
えば、機械的な硬度又は安定度が比較的低い第１の状態（硬化していない状態）から、第
１の状態に比べて硬度又は安定度が高い第２の状態（硬化した状態）へと移行又は変化す
ることができる接着材料であると考えられる。（硬化していない）第１の状態から（硬化
した）第２の状態への移行を「硬化」と称することができる。
【００５７】
　硬化可能な接着材料を有しているか、又は硬化可能な接着材料から形成されている接着
層は、硬化していない状態で塗布され、続けて（例えばカバー層が被着された後に）硬化
することができるか、又は、接着層を硬化させることができる。
【００５８】
　一つの構成に応じて、接着層の硬化可能な接着材料はＵＶ硬化する接着材料として形成
されている。換言すれば、ＵＶ放射（紫外線放射）の作用により、硬化可能な接着材料は
硬化することができるか、又は、硬化可能な接着材料を硬化させることができる。硬化の
ために使用されるＵＶ放射は、例えば一つの構成に応じて約３１０ｎｍから約４３０ｎｍ
の範囲の波長、例えば一つの構成に応じて約３６０ｎｍから約３９０ｎｍの範囲の波長を
有することができる。更に、使用されるＵＶ放射は、一つの構成に応じて約１００００ｍ
Ｊ／ｃｍ2よりも低い線量、例えば一つの構成に応じて約２０００ｍＪ／ｃｍ2から約８０
００ｍＪ／ｃｍ2の範囲の線量、例えば一つの構成に応じて約５０００ｍＪ／ｃｍ2から約
７０００ｍＪ／ｃｍ2の線量、例えば一つの構成に応じて約６０００ｍＪ／ｃｍ2の線量を
有することができる。
【００５９】
　ＵＶ硬化する接着材料を、例えば、ＵＶ放射によりオプトエレクトロニクス素子に起こ
り得る損傷を回避できるように、硬化に使用されるＵＶ放射のパラメータ（例えば波長、
線量）を選定できるように選定することができる。
【００６０】
　一つの別の構成に応じて、接着層の硬化可能な接着材料を熱硬化性の接着材料として形
成することができる。換言すれば、熱処理によって（換言すれば温度制御又は加熱によっ
て）、硬化可能な接着材料は硬化することができるか、又は、硬化可能な接着材料を硬化
させることができる。
【００６１】
　一つの構成に応じて、硬化可能な接着材料は、約１５０℃を下回る温度で硬化する、熱
硬化可能な接着材料（例えば熱硬化性接着剤）で良い。硬化のために使用される温度は、
例えば一つの構成に応じて約１０℃から約１４０℃であり、例えば一つの構成に応じて約
５０℃から約１００℃であり、例えば一つの構成に応じて約８０℃である。



(11) JP 5837191 B2 2015.12.24

10

20

30

40

50

【００６２】
　熱処理の持続時間は、一つの構成に応じて約１分から約３００分であり、例えば一つの
構成に応じて約３０分から約１００分であり、例えば一つの構成に応じて約６０分である
。
【００６３】
　比較的低い温度において硬化する、及び／又は、比較的短い温度制御時間の経過後に既
に硬化する熱硬化可能な接着材料の利点は、過度に高い温度及び／又は過度に長い温度制
御時間によるオプトエレクトロニクス素子の損傷を回避することができる点にあると考え
られる。更に、低サーマルバジェットによってコストも自ずと節約することができる。
【００６４】
　一つの構成に応じて、接着層の硬化可能な接着材料は自己硬化性の接着材料として形成
されている。この関係において「自己硬化性の接着材料」とは、例えば、外的作用（例え
ば温度制御又はＵＶ放射）が無くとも、通常の空間条件（温度、圧力）下において硬化す
る、例えば所定の（例えば材料に依存する）期間の経過後に硬化する接着材料であると解
される。自己硬化性の接着材料の利点は、接着材料の硬化のために例えば温度制御（加熱
）のための装置又はＵＶ放射のための装置が必要無いということにあると考えられる。従
ってコストを削減することができる。
【００６５】
　一つの構成に応じて、接着層は例えば、エポキシド接着剤、アクリル接着剤、シリコー
ン接着剤の内の一つ又は複数の材料を有することができるか、そのような材料から形成す
ることができる。
【００６６】
　種々の構成に応じて、薄膜カプセル化部の表面に存在する粒子汚染物が接着層によって
少なくとも部分的に包囲されている、又は少なくとも部分的に接着層内に埋込まれている
ように接着層は形成されている。粒子汚染物が完全に接着層内に埋込まれているように接
着層を形成することができる。
【００６７】
　更には、接着層が実質的に平坦な（凹凸の無い）表面を有するように接着層を形成する
ことができる。例えば、接着層はその横方向の寸法全体にわたり平坦な表面を有すること
ができる。
【００６８】
　一つの構成に応じて、接着層は、粒子汚染物又は粒子の直径よりも大きいか、又はほぼ
等しい大きさの層厚を有している。例えば、接着層は、粒子汚染物の平均直径よりも大き
い層厚を有することができる。例えば、層厚は、粒子汚染物の最大直径より大きくても良
い。
【００６９】
　具体的には、接着層の層厚を、薄膜カプセル化部の表面上に場合によっては存在する粒
子汚染物（換言すれば、粒子コンタミネーション）又は粒子が接着層によって封止される
（換言すれば包囲される）ように選択できる。換言すれば、接着層の層厚を、薄膜カプセ
ル化部の表面上に存在する粒子汚染物が接着層の接着材料によって完全に取り囲まれてい
るか、又は包囲されており、また特に具体的にはその接着材料から「飛び出さない」よう
に選択することができる。
【００７０】
　接着層は、例えば、約１μｍから約５００μｍの層厚、例えば一つの構成に応じて約１
０μｍから約１００μｍの層厚、例えば一つの構成に応じて約１５μｍから約３５μｍの
層厚、例えば一つの構成に応じて約２５μｎｍの層厚を有することができる。
【００７１】
　カバー層を機械的な保護層又は機械的な保護フィルムとも称することができる。何故な
らば、このカバー層は薄膜カプセル化部及び／又はオプトエレクトロニクス素子の機械的
な負荷又は（例えば引っ掻きによる）損傷からの保護部として使用することができるから
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である。
【００７２】
　一つの構成に応じて、カバー層は硬質の層を有しているか、又は、硬質の層、例えばガ
ラス層として形成されている。硬質の層として形成されているカバー層をカバープレート
と称することもできる。ガラス層として形成されているカバー層をカバーガラス又はキャ
ップガラスと称することもできる。
【００７３】
　一つの代替的な構成に応じて、カバー層は軟質な層を有しているか、又は軟質な層、例
えばフィルム、例えば透明なフィルムとして形成されており、代替的には不透明なフィル
ムとして形成されている。一つの構成に応じて、カバー層は例えば（透明又は不透明な）
熱伝性フィルムを有することができるか、又は、カバー層を熱伝性フィルムとして形成す
ることができる。熱伝性フィルムとして形成されているカバー層を、オプトエレクトロニ
クス素子（例えばＯＬＥＤ）の動作時に生じる熱の均一化及び／又は伝達のために使用す
ることができる。
【００７４】
　一つの別の構成に応じて、カバー層はラッカ層を有している。カバー層を例えばラッカ
層（例えば透明なラッカ層又は不透明なラッカ層）として形成することができる。
【００７５】
　ラッカ層は、機械的な保護層の形成に適しているラッカ材料を有することができるか、
又はラッカ材料から形成することができ、そのようなラッカ材料は、例えばポリアクリル
ラッカ材料、例えばポリアクリル保護ラッカ（例えば透明なポリアクリル保護ラッカ）、
代替的には、他の適切なラッカ材料又はラッカである。
【００７６】
　カバー層を透明な層として形成することができ、代替的には、不透明な層として形成す
ることができる。
【００７７】
　例えば、オプトエレクトロニクス素子がトップエミッタとして、又はトップエミッタと
ボトムエミッタが組み合わされたものとして実施されている一つの構成においては、カバ
ー層を透明な層として形成することができる。
【００７８】
　一つの構成に応じて、カバー層は接着層を用いて薄膜カプセル化部上にラミネートされ
ているか、又はラミネートされる。この場合、カバー層を、（粘着層）（例えば約２５μ
ｍの層厚、代替的には他の層厚を有する）接着層を有する、例えば（例えば約３００μｍ
の層厚、代替的には他の層厚を有する）粘着性の保護フィルム、例えばポリカーボネート
フィルムの一部であると考えられる。換言すれば、粘着性の保護フィルムは接着層及びカ
バー層を含むことができる。
【００７９】
　一つの構成に応じて、接着層は散乱粒子を有している。散乱粒子を例えば接着層内に埋
込むことができる。
【００８０】
　散乱粒子を、例えばマトリクス材料として使用される接着層の接着材料内に堆積散乱体
として分散させることができる。散乱粒子は例えば、マトリクス材料とは異なる屈折率を
有している、金属酸化物、例えば酸化チタン又は酸化アルミニウム、例えば鋼玉、及び／
又は、ガラス粒子及び／又はプラスチック粒子を含むことができる。更に、散乱粒子は空
洞を有することができ、例えば中空球の形態で実施することができる。その場合、散乱粒
子は例えば１μｍ未満から１０μｍまでのオーダ若しくは１００μｍまでのオーダの直径
又は粒径を有することができる。
【００８１】
　散乱粒子によって、例えば光の出力を改善することができる。
【００８２】
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　更には、キャビティ作用によって光学的な改善を達成することができるように接着層を
形成することができる。
【００８３】
　一つの別の構成に応じて、カバー層上、又はその上方に、少なくとも一つの付加的な層
が形成されている。複数の付加的な層を（例えば上下に配置して）カバー層上、又はその
上方に形成することができる。
【００８４】
　一つの構成に応じて、少なくとも一つの付加的な層は少なくとも一つの熱伝性フィルム
を有している。熱伝性フィルムを、オプトエレクトロニクス素子（例えばＯＬＥＤ）の動
作時に生じる熱の均一化及び／又は伝達のために使用することができる。
【００８５】
　一つの構成に応じて、少なくとも一つの付加的な層は光出力層を有している。光出力層
は例えば散乱粒子を有することができ、そのような散乱粒子を例えば上記において接着層
と関連させて説明したように形成することができる。
【００８６】
　接着層が硬化可能な接着材料を有しているか、又は硬化可能な接着材料から形成されて
いる種々の構成に応じて、接着層が硬化していない状態（例えば液体の形態）で薄膜カプ
セル化部に塗布される。（未だ）硬化していない接着層は、表面張力又は湿潤性、層厚及
び粘性のような特性によって、薄膜カプセル化部の表面における粒子汚染物の封止及び表
面の平坦な被覆を実現することができる。種々の構成に応じて、カバー層は硬化していな
い（又は完全には硬化していない）接着層上に被着される。種々の構成に応じて、カバー
層の被着後に接着層が硬化される。接着層の硬化を例えば、（接着層に対してＵＶ硬化性
の材料が使用される場合には）ＵＶ光を用いる照射によって行うことができる。代替的に
、接着層の硬化を、（接着層に対して熱硬化性の材料が使用される場合には）所定の温度
での温度制御（加熱）によって行うことができる。粘着性の接着材料が使用される場合に
は、ＵＶ放射又は温度制御のような外的作用無しで硬化を行うことができる。
【００８７】
　カプセル化構造の（硬化した）接着層内に粒子汚染物を埋込むことができるか、又は粒
子汚染物が埋込まれていると考えられる。これによって、カプセル化構造を用いてカプセ
ル化されるべきオプトエレクトロニクス素子（例えばＯＬＥＤ）に粒子が「押し跡」を付
けることを阻止することができ、従って、粒子によるオプトエレクトロニクス素子の損傷
を回避することができる。
【００８８】
　一つの構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子は有機オプトエレクトロニクス素子
として形成又は設計されている。オプトエレクトロニクス素子を例えば、有機発光ダイオ
ード（ＯＬＥＤ）、有機太陽電池又は光起電力電池（ＯＰＶ）、有機フォトトランジスタ
等として形成することができるが、オプトエレクトロニクス素子はそれらに限定されるも
のではない。
【００８９】
　オプトエレクトロニクス素子は基板を有することができる。
【００９０】
　「基板」は、本明細書において使用されているように、例えば、オプトエレクトロニク
ス素子に対して通常使用される基板を有することができる。基板は透明な基板であって良
い。しかしながら、基板は不透明な基板であっても良い。例えば、基板はガラス、石英、
サファイア、（一つ又は複数の）プラスチックフィルム、金属、（一つ又は複数の）金属
フィルム、シリコンウェハ又は他の適切な基板材料を有することができる。種々の構成に
おいて、基板とは、オプトエレクトロニクス素子の製造時に後続の他の全ての層がその上
に被着される層であると解される。その種の後続の層は、例えば、オプトエレクトロニク
ス素子又は発光装置においては、放射を放出するために必要とされる層であると考えられ
る。
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【００９１】
　一つの構成に応じて、基板は硬質の基板として形成されている。例えば、基板をガラス
基板として形成することができる。
【００９２】
　一つの構成に応じて、基板は軟質の（換言すれば可撓性の）基板として形成されている
。一つの構成に応じて、例えば基板をフィルム基板として、例えばスチールフィルム基板
又はポリマーフィルム基板として形成することができる。
【００９３】
　基板を透明な基板として（例えば透明なフィルム又はガラス基板として）形成すること
ができ、代替的には、不透明な基板として（例えば一つの構成に応じてシリコンウェハと
して）形成することができる。
【００９４】
　一つの構成に応じて、基板と少なくとも一つの機能層との間に（第１の電気的なコンタ
クトの）第１の電極が形成されている。第１の電極を基板上、又はその上方に設けること
ができ、また少なくとも一つの機能層を第１の電極上、又はその上方に設けることができ
る。第１の電極をベース電極又はベースコンタクトと称することもできる。代替的に、第
１の電極を基板側電極又は基板側コンタクトと称することもできる。
【００９５】
　第１の電極はアノードであると考えられるが、代替的にはカソードであっても良い。
【００９６】
　一つの構成に応じて、少なくとも一つの機能層と薄膜カプセル化部との間に第２の電極
が形成されている。第２の電極を少なくとも一つの機能層上、又はその上方に設けること
ができ、また薄膜カプセル化部を第２の電極上、又はその上方に設けることができる。第
２の電極をカバー電極又はカバーコンタクトと称することもできる。代替的に、第２の電
極をカバー側電極又はカバー側コンタクトと称することもできる。
【００９７】
　第２の電極は（例えば第１の電極がアノードである場合には）カソードであると考えら
れるが、（例えば第１の電極がカソードである場合には）アノードであっても良い。
【００９８】
　第１の電極及び第２の電極を適切なやり方で電気的に接触接続させることができる。
【００９９】
　第１の電極及び／又は第２の電極を透明に形成することができる。代替的に、第１の電
極及び／又は第２の電極を不透明に形成することができる。
【０１００】
　例えば、オプトエレクトロニクス素子がボトムエミッタとして実施されている一つの構
成に応じて、第１の電極（ベース電極）を透明に形成することができ、第２の電極（カバ
ー電極）を不透明に形成することができる。この場合、第２の電極を反射性の電極（反射
性のコンタクト）として形成することができる。換言すれば、第２の電極を、少なくとも
一つの機能層から放出される放射を実質的又は完全に反射する電極として形成することが
できる。
【０１０１】
　オプトエレクトロニクス素子がトップエミッタとして実施されている一つの構成に応じ
て、第２の電極（カバー電極）を透明に形成することができ、第１の電極（ベース電極）
を不透明に形成することができる。この場合、第１の電極を反射性の電極（反射性のコン
タクト）として形成することができる。換言すれば、第１の電極を、少なくとも一つの機
能層から放出される放射を実質的又は完全に反射する電極として形成することができる。
【０１０２】
　オプトエレクトロニクス素子がトップエミッタとボトムエミッタが組み合わされたもの
として実施されている一つの構成に応じて、第１の電極及び第２の電極をそれぞれ透明な
電極として形成することができる。
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【０１０３】
　例えば堆積法を用いて、第１の電極及び／又は第２の電極は被着されているか、又は、
第１の電極及び／又は第２の電極を被着させることができる。一つの構成に応じて、第１
の電極及び／又は第２の電極をスパッタリング又は熱蒸着によって被着させることができ
る。代替的に、第１の電極及び／又は第２の電極を被着させるために他の適切な方法を使
用することができる。
【０１０４】
　種々の構成に応じて、第１の電極及び／又は第２の電極は、約５ｎｍから数μｍの範囲
にある層厚、例えば約１００ｎｍから約２００ｎｍの範囲にある層厚を有することができ
る。代替的な構成に応じて、第１の電極及び／又は第２の電極は別の層厚を有することが
できる。
【０１０５】
　この関係において、電極の層厚を電極材料の選択に依存させることができることを言及
しておく。ＴＣＯ（透明導電性酸化物：transparent conductive oxide、例えばＩＴＯ（
酸化インジウムスズ））から成る電極に関する典型的な層厚は、例えば約５０ｎｍから約
２００ｎｍの範囲にあると考えられる。薄い金属層を基礎とする透明な電極は、例えば約
１０ｎｍから約３０ｎｍの範囲の層厚を有することができる。反射性の金属電極に関して
は、層厚は例えば約５０ｎｍから約２００ｎｍの範囲にあると考えられるが、しかしなが
ら代替的には、数μｍまでの値も取ることができる。要約すると、種々の電極アプローチ
は種々の電極層厚を前提としていると考えられる。
【０１０６】
　第１の電極及び／又は第２の電極を、金属、例えばアルミニウム、バリウム、インジウ
ム、銀、金、マグネシウム、カルシウム及びリチウム並びにそれらの組み合わせ又はそれ
らの化合物、特に合金、並びに、透明導電性酸化物、例えば金属酸化物、例えば酸化亜鉛
、酸化スズ、酸化カドミウム、酸化チタン、酸化インジウム又はインジウムドープされた
酸化スズ（ＩＴＯ）、アルミニウムドープされた酸化亜鉛（ＡＺＯ）、Ｚｎ2ＳｎＯ4，Ｃ
ｄＳｎＯ3，ＺｎＳｎＯ3，ＭｇＩｎ2Ｏ4，ＧａＩｎＯ3，Ｚｎ2Ｉｎ2Ｏ5又はＩｎ4Ｓｎ3Ｏ

12又は種々の透明導電性酸化物の混合物、から選択された材料から形成することができる
か、又はそのような材料を有することができる。別の構成に応じて、第１の電極及び／又
は第２の電極は別の適切な材料を有することができるか、又は別の適切な材料から形成す
ることができる。
【０１０７】
　種々の構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子（例えば有機オプトエレクトロニク
ス素子、例えばＯＬＥＤ）を「ボトムエミッタ」として実施することができる。
【０１０８】
　本明細書において使用されているような、「ボトムエミッタ」又は「ボトムエミッタ型
オプトエレクトロニクス素子」という語句は、オプトエレクトロニクス素子の基板側に向
かって透明に実施されている実施の形態を表す。例えばこのために、少なくとも、基板並
びにその基板と少なくとも一つの機能層との間に形成されている層（例えば基板と（一つ
又は複数の）機能層との間に形成されている電極（ベース電極））を透明に実施すること
ができる。従って、ボトムエミッタとして実施されているオプトエレクトロニクス素子は
、例えば、機能層（例えば、有機オプトエレクトロニクス素子、例えばＯＬＥＤにおける
有機機能層）において形成される放射をオプトエレクトロニクス素子の基板側へと放出す
ることができる。
【０１０９】
　これに代替的又は付加的に、種々の実施例に応じて、オプトエレクトロニクス素子を「
トップエミッタ」として実施することができる。
【０１１０】
　本明細書において使用されているような、「トップエミッタ」又は「トップエミッタ型
オプトエレクトロニクス素子」という語句は、オプトエレクトロニクス素子の、基板側と
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は反対側（換言すれば、カバー側）に向かって透明に実施されている実施の形態を表す。
特に、このために、オプトエレクトロニクス素子の少なくとも一つの機能層上、又はその
上方に形成されている層（例えば、（一つ又は複数の）機能層と薄膜カプセル化部との間
に形成されている電極（カバー電極）、薄膜カプセル化部、接着層、カバー層）を透明に
実施することができる。従って、トップエミッタとして実施されているオプトエレクトロ
ニクス素子は、例えば、機能層（例えば、有機オプトエレクトロニクス素子、例えばＯＬ
ＥＤにおける有機機能層）において形成される放射をオプトエレクトロニクス素子のカバ
ー側へと放出することができる。
【０１１１】
　種々の実施例に応じた、トップエミッタとして構成されているオプトエレクトロニクス
素子は有利には光出力が高く、また、放射密度の角度依存性が非常に低い。
【０１１２】
　種々の実施例に応じたオプトエレクトロニクス素子は有利には、室内照明のような照明
に使用することができる。
【０１１３】
　ボトムエミッタとトップエミッタが組み合わされたものも同様に種々の実施例において
設けられている。その種の実施の形態においては、オプトエレクトロニクス素子は一般的
に、機能層（例えば、有機オプトエレクトロニクス素子、例えばＯＬＥＤにおける有機機
能層）において形成される光を両方向、即ち、基板側にもカバー側にも放出することがで
きる。
【０１１４】
　別の実施の形態に応じて、第１の電極と第２の電極との間に配置されている第３の電極
がオプトエレクトロニクス素子内に設けられている。
【０１１５】
　第３の電極は中間コンタクトとして機能することができる。この第３の電極は、オプト
エレクトロニクス素子の複数の層を通過する電荷の輸送を高め、従って、オプトエレクト
ロニクス素子の効率を改善するために使用することができる。第３の電極を両極性の層と
して形成することができる。第３の電極をカソード又はアノードとして形成することがで
きる。
【０１１６】
　第１の電極及び第２の電極と同様に、種々の実施例に応じて、第３の電極は適切に電気
的に接触接続されている、又は第３の電極を電気的に接触接続させることができる。
【０１１７】
　オプトエレクトロニクス素子の一つの発展形態においては、有機機能層として、発光層
及び一つ又は複数の別の有機機能層が含まれている。別の有機機能層を、正孔注入層、正
孔輸送層、正孔ブロック層、電子注入層、電子輸送層及び電子ブロック層から成るグルー
プから選択することができる。
【０１１８】
　適切な機能層及び適切な有機機能層は当業者には公知である。（有機）機能層を有利に
は熱蒸着によって被着させることができる。有利には、別の（有機）機能層はオプトエレ
クトロニクス素子の機能及び／又は効率を改善することができる。
【０１１９】
　種々の構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子をカプセル化するためのプロセスが
提供され、このプロセスは、（１）薄膜カプセル化部（一つ又は複数のバリア薄膜層を有
することができる）を、周囲環境からの有害な化学物質（例えば水又は酸素）に対する保
護部として被着させるステップと、（２）接着層を薄膜カプセル化部上に（例えば薄膜カ
プセル化部上に直接的に）形成するステップとを備えている。表面における粒子負荷を最
小にするか、又は、粒子を封止によって無害にする材料及びプロセスを使用することがで
きる。接着層上には、（３）カバー層（機械的な保護層）が形成される（例えば、一つの
構成に応じて、カバー層が事前にカバー層上に（例えばカバー層の下面上に）被着された
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接着層を使用して、薄膜カプセル化部上にラミネートされ、それにより接着層が薄膜カプ
セル化部とカバー層との間に形成されており、また具体的には薄膜カプセル化部及びカバ
ー層が相互に結合される）。
【０１２０】
　図中、類似する参照番号は基本的に、複数の図面にわたり同一の部分を表している。図
面は必ずしも縮尺通りに描かれているものではなく、その代わりに本願の原理を説明する
ために強調して描かれている場合もある。以下では、本発明の種々の実施の形態を添付の
図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）と、ガラスキャビティを用いる従来のカプセル
化部とを備えている装置の一例を示す。
【図２】有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）と、ガラスキャビティを用いる従来のカプセル
化部とを備えている装置の別の例を示す。
【図３】一つの実施例によるオプトエレクトロニクス素子のためのカプセル化構造を示す
。
【図４】別の実施例によるカプセル化装置を示す。
【図５】別の実施例によるオプトエレクトロニクス素子をカプセル化するための方法を示
す。
【図６】別の実施例によるカプセル化装置を示す。
【図７Ａ】図６に示したカプセル化装置の断面図を示す。
【図７Ｂ】図６に示したカプセル化装置の別の断面図を示す。
【図８】別の実施例によるカプセル化装置を示す。
【図９】別の実施例によるカプセル化装置を示す。
【図１０】別の実施例によるカプセル化装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【０１２２】
　以下の詳細な説明においては、本願の一部を成し、また例示のために、本発明を実施す
ることができる特定の実施の形態が示されている、添付の図面を参照する。この関係にお
いて、方向を示す術語、例えば「上方」、「下方」、「前方」、「後方」、「前面」、「
背面」等は、説明する図面の配向を基準にして使用される。種々の実施の形態におけるコ
ンポーネントは多数の異なる配向で配置することができるので、それらの方向を示す術語
は例示のためであって、何の制限も意図したものではない。本発明の保護範囲から逸脱す
ることなく、他の実施の形態も使用でき、また構造的又は論理的な変更も行うことができ
ると解される。別段の記載が無い限りは、本明細書で説明する種々の実施例の特徴を相互
に組み合わせることができると解される。従って、以下の詳細な説明は限定を意図したも
のではないと解される。本発明の保護範囲は添付の特許請求の範囲の記載によって規定さ
れている。
【０１２３】
　本明細書の範囲において、「結合されている」、「接続されている」並びに「連結され
ている」という語句は、直接的又は間接的な結合、若しくは、直接的又は間接的な接続、
並びに、直接的又は間接的な連結を表すために用いられる。
【０１２４】
　図面において、適切である範囲において、同一又は類似する素子に対して同一の参照番
号を付している。
【０１２５】
　図３には、一つの実施例によるオプトエレクトロニクス素子のためのカプセル化構造３
００が示されている。
【０１２６】
　種々の構成に応じて、カプセル化構造３００は、オプトエレクトロニクス素子を化学的
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な汚染物から保護するために、薄膜カプセル化部３０１を有することができる。薄膜カプ
セル化部３０１は、一つ又は複数の薄い層（バリア薄膜層とも称する）を有することがで
き、更には、この薄膜カプセル化部３０１を本明細書で説明する一つ又は複数の構成に応
じて形成することができる。
【０１２７】
　種々の構成に応じて、カプセル化構造３００は更に、薄膜カプセル化部３０１上に被着
された接着層３０２を有することができる。接着層３０２は接着材料を有することができ
るか、又は接着層３０２を接着材料から形成することができ、更には、本明細書で説明す
る一つ又は複数の構成に応じて形成することができる。
【０１２８】
　種々の構成に応じて、カプセル化構造３００は更に、薄膜カプセル化部３０１を機械的
な損傷から保護するために、接着層３０２上に被着されたカバー層３０３を有することが
できる。カバー層３０３を、本明細書で説明する一つ又は複数の構成に応じて、例えば硬
質のカバー層（例えばガラスカバー層）又は軟質のカバー層（例えばフィルム）として、
及び／又は、透明カバー層（例えばカバーガラス又は透明フィルム）又は不透明カバー層
（例えば不透明金属フィルム）等として形成することができる。一つの構成に応じて、カ
バー層３０３は例えば粘着性のフィルムの一部であって良く、このカバー層３０３は接着
層３０２を用いて薄膜カプセル化部３０１上に被着されている（例えばラミネートされて
いる）。
【０１２９】
　種々の構成に応じて、接着層３０２は硬化可能な接着材料、例えばＵＶ硬化する接着剤
を有することができる。接着層３０２は硬化していない（例えば液体の）状態で塗布され
、続けて（例えばカバー層３０３が被着された後に）硬化することができるか、又は、接
着層３０２を硬化させることができる。
【０１３０】
　薄膜カプセル化部３０１の上面３０１ａにおける粒子汚染物が接着層３０２によって封
止され、また被着された接着層３０２が実質的に平坦な（上側）表面３０２ａを有するよ
うに、接着層３０２を配置又は形成することができる。粒子を接着層３０２内に封止する
ことによって、例えば、粒子がその下にある層、特に薄膜カプセル化部３０１、及び／又
は、その下にある層（例えばカプセル化すべきオプトエレクトロニクス素子（例えばＯＬ
ＥＤ）の機能層）を押圧し、それらの層を損傷させることを回避することができる。
【０１３１】
　図４には、別の実施例に応じたカプセル化装置４００’が示されている。
【０１３２】
　種々の構成に応じて、カプセル化装置４００’はオプトエレクトロニクス素子４００及
びカプセル化構造３００を有している。カプセル化構造３００を、本明細書で説明する一
つ又は複数の構成に応じて形成することができる。
【０１３３】
　種々の構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子４００は、図４に示されているよう
に、少なくとも一つの機能層４０２を有することができる。この少なくとも一つの機能層
４０２を（図４に示されているように）単一の層として形成することができるか、又は、
複数の部分層を備えている積層体（機能層積層体とも称される）として形成することがで
きる。少なくとも一つの機能層４０２を更に、本明細書で説明する一つ又は複数の構成に
応じて形成することができる。
【０１３４】
　種々の構成に応じて、カプセル化構造３００を、オプトエレクトロニクス素子４００の
少なくとも一つの機能層４０２上、又はその上方に形成することができる。
【０１３５】
　種々の構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子４００は、少なくとも一つの機能層
４０２の上方及び／又は下方に、一つ又は複数の付加的な層を有することができる。
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【０１３６】
　種々の構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子４００は基板４０１を有することが
できる。基板４０１を本明細書で説明する一つ又は複数の構成に応じて形成することがで
きる。
【０１３７】
　種々の構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子４００は更に第１の電極４０３を有
することができる。一つの構成に応じて、この第１の電極４０３を、図４に示されている
ように、基板４０１と少なくとも一つの機能層４０２との間に（例えば少なくとも一つの
機能層４０２の下面上に）形成することができる。更に第１の電極４０３を、本明細書で
説明する一つ又は複数の構成に応じて形成することができる。
【０１３８】
　種々の構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子４００は更に第２の電極４０４を有
することができる。一つの構成に応じて、この第２の電極４０４を、図４に示されている
ように、少なくとも一つの機能層４０２と薄膜カプセル化部３０１との間に（例えば少な
くとも一つの機能層４０２の上面上に）形成することができる。薄膜カプセル化部３０１
を、図４に示されているように、例えば第２の電極４０４上に形成することができる。更
に第２の電極４０４を、本明細書で説明する一つ又は複数の構成に応じて形成することが
できる。
【０１３９】
　オプトエレクトロニクス素子４００を、本明細書で説明する一つ又は複数の構成に応じ
て形成することができ、例えば、本明細書で説明する一つ又は複数の構成に応じて、有機
オプトエレクトロニクス素子、例えばＯＬＥＤ、例えばトップエミッタとして、又はボト
ムエミッタとして、若しくは、トップエミッタとボトムエミッタとが組み合わされたもの
として形成することができる。
【０１４０】
　図５には、別の実施例によるオプトエレクトロニクス素子をカプセル化するための方法
が示されている。
【０１４１】
　ステップ５０２においては、オプトエレクトロニクス素子を化学的な汚染物から保護す
るために、薄膜カプセル化部がオプトエレクトロニクス素子上、又はその上方（例えばオ
プトエレクトロニクス素子の少なくとも一つの機能層上、又はその上方）に形成される。
薄膜カプセル化部を、本明細書で説明する一つ又は複数の構成に応じて配置又は形成する
ことができる。
【０１４２】
　ステップ５０４においては、接着層が薄膜カプセル化部上に形成される。接着層を、本
明細書で説明する一つ又は複数の構成に応じて配置又は形成することができる。
【０１４３】
　ステップ５０６においては、薄膜カプセル化部及び／又はオプトエレクトロニクス素子
を機械的な損傷から保護するために、カバー層が接着層上に形成される。カバー層を、本
明細書で説明する一つ又は複数の構成に応じて配置又は形成することができる。
【０１４４】
　例えば、一つの構成に応じて、接着層を、被着すべきカバー層（例えば被着すべきガラ
ス）上に（例えばカバー層の下面上に）被着させることができ、続いて、カバー層をその
カバー層上に被着された接着層と共に薄膜カプセル化部上に被着させることができ、それ
により、接着層は薄膜カプセル化部とカバー層との間に形成されている。具体的には、一
つの構成に応じて、カバー層をそのカバー層上に被着された接着層を用いて薄膜カプセル
化部にラミネートすることができる。
【０１４５】
　一つの別の構成に応じて、接着層を（直接的に）薄膜カプセル化部上に被着させること
ができ、続いて、カバー層を接着層上に被着させることができる。
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【０１４６】
　一つの更に別の構成によれば、カバー層を薄膜カプセル化部と結合させる前に、接着層
を部分的に薄膜カプセル化部上に被着させ、また部分的にカバー層上に被着させることが
できる。
【０１４７】
　図６には、別の実施例によるカプセル化装置６００’が示されている。
【０１４８】
　カプセル化装置６００’は、オプトエレクトロニクス素子６００並びに、そのオプトエ
レクトロニクス素子６００上に形成されているカプセル化構造３００を有している。
【０１４９】
　オプトエレクトロニクス素子６００は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）として形成され
ており、また基板６０１並びに、その基板６０１上に形成されている積層体６１０を有し
ている。積層体６１０をＯＬＥＤ積層体又はＯＬＥＤスタックと称することもできる。代
替的な構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子６００を、ＯＬＥＤとしての別のオプ
トエレクトロニクス素子（例えば別の有機オプトエレクトロニクス素子）として形成する
ことができる。カプセル化装置６００’の構造の下記の説明も同様に、そのような場合に
当てはまる。
【０１５０】
　図示されている実施例に応じて、基板６０１はガラス基板（基板ガラスとも称される）
として形成されている。代替的な構成に応じて、別の基板、例えばフィルム基板も使用す
ることができる。
【０１５１】
　ＯＬＥＤスタック６１０は一つの有機機能層又は複数の有機機能層（例えば機能層積層
体）を有することができ、複数の有機機能層を重ねて又は上下に形成することができる。
更に、種々の構成に応じて、ＯＬＥＤスタック６１０は第１の電極及び第２の電極を有す
ることができ、第１の電極を基板６０１と（一つ又は複数の）有機機能層との間に形成す
ることができ、また、第２の電極を（一つ又は複数の）有機機能層とカプセル化構造３０
０との間に形成することができる。
【０１５２】
　種々の構成に応じて、オプトエレクトロニクス素子６００は更に、ＯＬＥＤスタック６
１０の電気的な接触接続のために、例えばＯＬＥＤスタック６１０の第１の電極及び第２
の電極の電気的な接触接続のために、一つ又は複数の電気的なコンタクト（図６には図示
せず）を有することができる。
【０１５３】
　カプセル化構造３００は、ＯＬＥＤスタック６１０上及び基板６０１上に形成されてい
る薄膜カプセル化部３０１を有している。図示されている実施例によれば、薄膜カプセル
化部３０１はＯＬＥＤスタック６１０の上面６１０ａ及び側面６１０ｂ上に形成されてお
り、これによりＯＬＥＤスタック６１０は薄膜カプセル化部３０１によってカプセル化さ
れる。
【０１５４】
　図７Ａ及び図７Ｂに示されているように、この図示されている実施例に応じて、薄膜カ
プセル化部３０１は第１のバリア薄膜層３１１と、その第１のバリア薄膜層３１１上に形
成されている第２のバリア薄膜層３１２とを有している。それらのバリア薄膜層について
は、図６に示したカプセル化装置６００’の第１の部分６５０又は第２の部分６５５を参
照されたい。
【０１５５】
　図示されている実施例に応じて、第１のバリア薄膜層３１１は、化学気相成長法（ＣＶ
Ｄ）、例えばプラズマ支援による化学気相成長法（ＰＥＣＶＤ）を用いて形成された窒化
ケイ素層として形成することができ、また例えば、数１００ｎｍの層厚、例えば一つの構
成に応じて約４００ｎｍの層厚を有することができる。第２のバリア薄膜層３１２は、原
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子層堆積法（ＡＬＤ）を用いて形成された酸化アルミニウム層として形成することができ
、また例えば、数１０ｎｍの層厚、例えば一つの構成に応じて約５０ｎｍの層厚を有する
ことができる。
【０１５６】
　具体的には、図示されている実施例に応じて、薄膜カプセル化部３０１は厚いＣＶＤ層
（第１のバリア薄膜層３１１）と、その上に形成されている、ＣＶＤ層３１１に比べて薄
いＡＬＤ層（第２のバリア薄膜層）とを有している。
【０１５７】
　代替的な構成に応じて、第１のバリア薄膜層３１１及び／又は第２のバリア薄膜層３１
２を別の堆積法を用いて形成することができる、及び／又は、第１のバリア薄膜層３１１
及び／又は第２のバリア薄膜層３１２は別の材料及び／又は層厚を有することができる。
例えば、第１のバリア薄膜層３１１をＡＬＤによって形成することができる、及び／又は
、第２のバリア薄膜層３１２をＣＶＤによって形成することができる。更に、第１のバリ
ア薄膜層３１１及び第２のバリア薄膜層３１２以外に、例えばＣＶＤ及び／又はＡＬＤに
よって形成することができる付加的なバリア薄膜層を設けることができる。一般的に、薄
膜カプセル化部３０１は、任意の数の部分層（バリア薄膜層）を備えている積層体を有す
ることができ、積層体の各部分層を（他の部分層に依存せずに）選択的にＣＶＤ層又はＡ
ＬＤ層として形成することができる。換言すれば、積層体はＣＶＤ層及び／又はＡＬＤ層
を任意の順序で有することができる。
【０１５８】
　カプセル化構造３００は更に、薄膜カプセル化部３０１上に形成されている接着層３０
２を有している。
【０１５９】
　接着層３０２は例えばマイクロメートルの範囲の厚さ、例えば数１０μｍの層厚、例え
ば約２５μｍの層厚を有することができる。代替的に、接着層３０２は別の値の層厚を有
することができる。
【０１６０】
　接着層３０２は例えば硬化可能な材料（例えばＵＶ硬化する接着剤）を有することがで
き、また例えば、接着層３０２を硬化していない（例えば液体の）状態において薄膜カプ
セル化部３０１上に塗布し、続けて、（例えばカプセル化部３００のカバー層３０３を被
着させた後に、例えば、ＵＶ硬化する接着剤の場合にはＵＶ放射を用いて）硬化させるこ
とができる。
【０１６１】
　カプセル化構造３００は更に、接着層３０２上に形成されているカバー層３０３を有し
ている。図示されている実施例に応じて、カバー層３０３はガラス層として、換言すれば
カプセル化ガラスとして形成されている。
【０１６２】
　カバー層３０３又はカプセル化ガラス３０３を、接着層３０２によって薄膜カプセル化
部３０１上に接着させることができる。例えば、一つの構成に応じて、接着層３０２をカ
バー層３０３の下面３０３ｂ上に被着させることができ、またカバー層３０３をそのカバ
ー層上に被着された接着層３０２を用いて、薄膜カプセル化部３０１上にラミネートする
ことができる。一つの別の構成に応じて、接着層を薄膜カプセル化部３０１の上面３０１
ａ上に被着させることができ、続いて、カバー層３０３を接着層３０２上に被着させるこ
とができる。一つの更に別の構成に応じて、接着層３０２を部分的に薄膜カプセル化部３
０１の上面３０１ａ上に被着させ、部分的にカバー層３０３の下面３０３ｂ上に被着させ
ることも可能である。
【０１６３】
　ガラスキャビティを備えている従来のカプセル化部（図１及び図２に示した実施例を参
照されたい）と比較すると、図６に示されているカプセル化構造３００では、ＯＬＥＤス
タック６１０とカプセル化ガラス３０３との間にキャビティは形成されていない。これに
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よって、例えば、従来のキャビティ型カプセル化部において（特に大きいキャビティにお
いて）生じる可能性があるような、カバーガラスによるＯＬＥＤスタック６１０の押圧を
回避することができ、従って、そのような押圧によって惹起されるＯＬＥＤ６００の損傷
も回避することができる。
【０１６４】
　カプセル化装置６００’の図７Ａ及び図７Ｂに示されている部分６５０，６５５におい
て表されているように、厚いＣＶＤ層（第１のバリア薄膜層３１１）及び接着層３０２を
それぞれ、粒子又は粒子汚染物７１０ａ，７１０ｂ，７１０ｃ，７１０ｄを埋込むために
利用することができる。
【０１６５】
　図７Ａに示されているカプセル化装置６００’の第１の部分６５０では、ＯＬＥＤスタ
ック６１０の上面６１０ａに存在するか、又はその上面６１０ａに堆積した第１の粒子７
１０ａが第１のバリア薄膜層３１１に埋込まれ、また、薄膜カプセル化部３０１の上面３
０１ａに存在するか、又はその上面３０１ａに堆積した第２の粒子７１０ｂが接着層３０
２に埋込まれることが示されている。
【０１６６】
　図７Ａに示されているように、第１のバリア薄膜層３１１は、第１の粒子７１０ａの直
径よりも大きい厚さを有することができ、また、接着層３０２は第２の粒子７１０ｂの直
径よりも大きい厚さを有することができる。一般的に、第１のバリア薄膜層３１１及び／
又は接着層３０２の層厚を、ＯＬＥＤ６００の表面及び／又は薄膜カプセル化部３０１の
上面に生じ得る粒子汚染物が第１のバリア薄膜層３１１又は接着層３０２によって包囲さ
れる（例えば完全に包囲される）か、又はそれらの層に埋込まれるように選択することが
できる。例えば、第１のバリア薄膜層３１１及び／又は接着層３０２の層厚が、発生する
粒子汚染物の平均直径よりも大きいか、又はほぼ等しいように層厚を選定することができ
る。一つの構成に応じて、例えば、第１のバリア薄膜層３１１及び／又は接着層３０２の
層厚が、発生する全ての粒子汚染物の直径の最大値よりも大きいように層厚を選定するこ
とができる。
【０１６７】
　この関係において、第１のバリア薄膜層３１１の代わりに、又は第１のバリア薄膜層３
１１の他に、薄膜カプセル化部３０１の別のバリア薄膜層（例えば第２のバリア薄膜層３
１２及び／又は付加的なバリア薄膜層（必要に応じて設けられている限り））も、粒子汚
染物を少なくとも部分的に（例えば、種々の構成に応じて完全に）各バリア薄膜層内に埋
込むことができるようにするには十分な層厚を有するように形成できることを言及してお
く。
【０１６８】
　粒子汚染物又は粒子（例えば粒子７１０ａ，７１０ｂ）が薄膜カプセル化部３０１（例
えば（図示されているように）第１のバリア薄膜層３１１及び接着層３０２、代替的又は
付加的に、薄膜カプセル化部３０１の別の部分層（必要に応じて設けられている限り））
内に埋込まれることによって、粒子のＯＬＥＤスタック６１０又はＯＬＥＤ６００への押
圧を阻止し、従って、粒子によるＯＬＥＤ６００の機械的な負荷を低減するか、又は完全
に回避し、それと共にＯＬＥＤの損傷も阻止することができる。
【０１６９】
　この関係において、ただ二つの粒子汚染物７１０ａ及び７１０ｂが示されている図７Ａ
は単に例示的な特性しか有しておらず、二つより多くの粒子が発生する可能性もあり、ま
た、二つより多くの粒子を薄膜カプセル化部３０１（例えば第１のバリア薄膜層３１１）
及び／又は接着層３０２内に埋込めることを言及しておく。
【０１７０】
　更に、図７Ｂに示したカプセル化装置６００’の第２の部分６５５からも見て取れるよ
うに、ＯＬＥＤスタック６１０の側方に存在する薄膜カプセル化部３０１及び／又は接着
層３０２の領域において生じる粒子汚染物も同様に、薄膜カプセル化部３０１（例えば第
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１のバリア薄膜層３１１）及び／又は接着層３０２に埋込むことができる。
【０１７１】
　図７Ｂに示されているカプセル化装置６５５の第２の部分６５５では、例示的に、ＯＬ
ＥＤスタック６１０の側方の基板６０１の上面６０１ａに存在するか、又はその上面６０
１ａに堆積しており、また第１のバリア薄膜層３１１内に埋込まれている第３の粒子７１
０ｃと、ＯＬＥＤスタック６１０の側方の薄膜カプセル化部３０１の上面３０１ａに存在
するか、又はその上面３０１ａに堆積しており、また接着層３０２内に埋込まれている第
４の粒子７１０ｄが示されている。ここでもまた、図示されている二つの粒子７１０ｃ，
７１０ｄ以外にも付加的な粒子が発生する可能性があり、また、そのような付加的な粒子
を薄膜カプセル化部３０１又は接着層３０２内に埋込めることは明らかである。
【０１７２】
　図８には、別の実施例に応じたカプセル化装置８００’が示されている。
【０１７３】
　このカプセル化装置８００’と、図６に示したカプセル化装置６００’との相異点は実
質的に、ＯＬＥＤ６００（ＯＬＥＤスタック６１０の一つ又は複数の機能層）から放出さ
れる光の出力を改善するために使用される出力構造８２０ａ，８２０ｂが設けられている
点にある。図示されている実施例に応じて、第１の出力構造８２０ａがカバー層３０３の
上面３０３ａ上に形成されており、また、第２の出力構造８２０ｂが基板６０１ａの下面
６０１ｂ上に形成されている。
【０１７４】
　二つの方向における種々の出力構造を使用することができる。種々の構成に応じて、例
えば、第１の出力構造８２０ａ及び／又は第２の出力構造８２０ｂがそれぞれ一つ又は複
数の出力層を有することができる。更に、一つの構成に応じて、一つ又は複数の出力層が
散乱粒子（例えば金属酸化物粒子）を有することができる。
【０１７５】
　代替的な構成に応じて、ただ一つの出力構造、例えばカバー層３０３の上面３０３ａに
おける第１の出力構造８２０ａ（例えば、（純粋な）トップエミッタとして形成されてい
るＯＬＥＤ６００の場合）、又は、基板６０１の下面６０１ｂにおける第２の出力構造８
０２ｂ（例えば、（純粋な）ボトムエミッタとして形成されているＯＬＥＤ６００の場合
）のみを設けることも可能である。
【０１７６】
　図９には、別の実施例に応じたカプセル化装置９００’が示されている。
【０１７７】
　このカプセル化装置９００’と、図６に示したカプセル化装置６００’との相異点は実
質的に、ＯＬＥＤ６００の動作時に生じる熱を均一化させるため、又は熱を排出するため
に使用される熱伝性フィルム９２０が設けられている点にある。図示されている実施例に
よれば、熱伝性フィルム９２０はカプセル化構造３００のカバー層３０３上に被着（例え
ば接着）されている。一つの代替的な構成によれば、複数の熱伝性フィルムを設けること
もできる。
【０１７８】
　（一つ又は複数の）熱伝性フィルム９２０は例えば不透明な材料を有すことができるか
、又は熱伝性フィルム９２０を不透明な材料から形成することができる（例えば、（純粋
な）ボトムエミッタとして形成されているＯＬＥＤ６００の場合）。代替的に、（一つ又
は複数の）熱伝性フィルム９２０は透明な材料を有すことができるか、又は熱伝性フィル
ム９２０を透明な材料から形成することが（例えば、（純粋な）トップエミッタとして形
成されているＯＬＥＤ６００の場合、又は、トップエミッタとボトムエミッタが組み合わ
されたものとして形成されているＯＬＥＤ６００の場合）。
【０１７９】
　図１０には、別の実施例に応じたカプセル化装置１０００’が示されている。
【０１８０】
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　このカプセル化装置１０００’と、図６に示したカプセル化装置６００’との相異点は
実質的に、カプセル化構造３００のカバー層３０３がフィルム（例えば一つの構成に応じ
て熱伝性フィルム）として形成されている点にある。代替的な構成に応じて、カバー層３
０３をラッカ層（例えばポリアクリル保護ラッカ）として形成することができる。
【０１８１】
　別の構成に応じて、図６から図１０に示した実施例の個々の特徴部（例えば層）を相互
に組み合わせることができるか、又は、個々の層を省略することによって、若しくは、付
加的な層を補完することによって構造を任意に変更することができる。
【０１８２】
　種々の実施例に応じて、オプトエレクトロニクス素子、例えば有機オプトエレクトロニ
クス素子、例えばＯＬＥＤのためのカプセル化構造又はカプセル化のための方法が提供さ
れ、これは一方ではオプトエレクトロニクス素子が空気に対して密閉されてシーリングさ
れ、且つ機械的な損傷（例えば引っ掻き傷）から保護されていることを保証し、また他方
では、キャビティを備えている第２のガラス基板を用いる従来のカプセル化部（キャビテ
ィカプセル化部）よりも廉価であり、またより容易に変更可能である。
【０１８３】
　種々の構成に応じた、本明細書で説明するオプトエレクトロニクス素子のカプセル化構
造の構成及びオプトエレクトロニクス素子をカプセル化するためのプロセスは、例えば特
に、フレキシブルオプトエレクトロニクス素子、例えばフレキシブル有機オプトエレクト
ロニクス素子、例えばフレキシブルＯＬＥＤのカプセル化及び保護に適している。何故な
らば、そのようなフレキシブルオプトエレクトロニクスは、例えば市販の粘着性のフィル
ムを一番上の保護層（カバー層）としての使用を実現するからである。
【０１８４】
　種々の構成に応じた、本明細書で説明するカプセル化構造及びカプセル化方法によって
、オプトエレクトロニクス素子（例えば有機オプトエレクトロニクス素子、例えばＯＬＥ
Ｄ）のカプセル化及びパッケージングの際に、ラミネーションに起因する欠陥の発生を低
下又は阻止することができる。これによって、例えば、オプトエレクトロニクス素子をパ
ッケージ化する際の歩留まりを高めることができる。
【０１８５】
　特に、本明細書で説明するカプセル化構造の作用効果として下記のものが挙げられる：
－光の出力の機能及びオプトエレクトロニクス素子の湿気からの保護の他に、接着層又は
接着剤及び／又は薄膜カプセル化部を、既存の粒子又は粒子汚染物を覆うためにも使用す
ることができる（例えば図７Ａ及び図７Ｂを参照されたい）；
－カプセル化構造を（例えば光の出力を所期のように薄膜カプセル化部を介して、又は、
付加的なフィルム／出力構造を介して任意に制御できることによって）透明なＯＬＥＤに
対しても使用することができる（例えば図８を参照されたい）；
－カプセル化構造は、例えば熱伝性フィルムを用いて熱出力を所期のように改善する種々
の可能性を提供する（例えば図９を参照されたい）；
－種々の構成に応じて、カプセル化ガラスの代わりに、別のカバー層（例えばフィルム又
はラッカ層）を使用することができる（例えば図１０を参照されたい）；
－ガラスキャビティを用いる従来のカプセル化部（例えば図１及び図２を参照されたい）
では、キャビティ／ＯＬＥＤが大きい場合のキャップガラスがＯＬＥＤ積層体を押圧する
可能性がある（キャビティに安定性が無い）；種々の実施例に応じた、キャビティを備え
ていない本明細書で説明するカプセル化構造では、キャップガラスがＯＬＥＤ積層体を押
圧することが阻止され、従ってキャップガラスによるＯＬＥＤの起こり得る損傷が阻止さ
れる。
【０１８６】
　本発明の複数の実施の形態を特に特定の実施の形態を参照しながら説明したが、当業者
であれば、添付の特許請求の範囲において規定されている本発明の精神及び範囲から逸脱
することなく、形状及び詳細に関して種々の変更を行えることが分かる。従って、本発明
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の範囲は、添付の特許請求の範囲に示されており、従って、特許請求の範囲に記載のもの
と等価のものの意味及び範囲内で行われる全ての変更も含まれることをも意図している。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８】

【図９】

【図１０】
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